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I 調査の概要 

 

1 調査の目的 

住生活総合調査は、全国の世帯の住宅及び居住環境に対する評価、住み替え・改善

意向の有無と内容、住み替え・改善の実態等を把握することにより、住宅政策の基礎

的資料を得ることを目的とする。 

 また、「平成 30 年住生活総合調査」にあわせて、調査精度を高めるために、新潟県

が調査対象世帯数を追加して「住生活総合調査拡大調査」を行う。 

「住生活総合調査拡大調査」は、本体調査の結果と合わせて集計し、住生活基本法

に基づく住生活基本計画（新潟県計画）等を検討する上での基礎資料とすることを目

的とする。 

 

2 調査の沿革 

本調査は、平成15年までは、「住宅需要実態調査」として継続的に実施してきたも

ので、昭和48年以降は、住宅や世帯の実態を把握する住宅・土地統計調査（総務省実

施）と同年に、５年周期で実施してきた。 

平成20年調査から、住宅・土地統計調査との連携を強化し「住生活総合調査」と名

称を改め実施しており、平成30年調査においては、住生活を取り巻く環境の変化への

対応や回答者負担の軽減等を図る観点から、質問事項の見直し等を進めた。 

 

3 調査の概要 

（1） 調査の対象 

平成 30 年住宅・土地統計調査の調査対象世帯から、無作為に抽出した世帯とした。 

 

（2） 調査の時期 

平成 30 年 12 月１日現在によって実施した。 
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（3） 調査項目 

平成 30 年住生活総合調査では、次に掲げる事項を調査した。 

項目の末尾に（※）印を付した項目は今回の調査で新たに追加したものである。 

 

【住生活総合調査】 

(1) 住宅及び居住環境の評価に関する事項 

住宅及び居住環境の総合満足度 

住宅の総合満足度 

居住環境の総合満足度 

住宅の各要素の満足度 

居住環境の各要素の満足度 

住宅及び居住環境の各要素の重要度 

 

(2) 最近の住み替えに関する事項 

住み替えの目的 

住み替え費用 

従前住宅の居住期間 

従前住宅の床面積 

 

(3) 今後の住み替え・改善に関する事項 

今後の住み替え意向 

住み替えの目的 

住み替え時期 

住み替え後の居住形態 

住み替え上の課題 

住み替えの意向のない理由 

現在の住宅の処分方法 

今後の改善意向 

改善の目的 

改善の時期 

改善の内容 

改善上の課題 

 

(4) 高齢期における子との住まい方 

 

(5) 世帯の住居費等に関する事項 

住居費負担についての評価 

月あたりの住宅ローン返済額 

(6) 要介護認定に関する事項 

 

(7) 住宅の維持管理に関する事項（※） 

点検等の依頼先（※） 

持ち家の共同住宅の管理費等（※） 

 

(8) 相続する可能性のある住宅 

建て方 

現住所からの所要時間（※） 

公共交通機関との距離（※） 

建築の時期 

活用意向 

 

【住生活調査拡大調査】 

(1) 屋根雪処理について 

現在の住宅の屋根雪処理 

屋根雪処理の評価 

屋根雪処理の変更要望 

屋根雪処理の変更要望（変更後の方式） 

屋根雪処理の変更理由 

雪下ろしのための安全対策（※） 

 

(2) 耐震診断について 

耐震改修工事の融資制度や補助制度の

理解 

耐震診断および耐震改修の実施 
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(3) 近隣の空き家について（※） 

住まいに隣接する空き家の有無（※） 

空き家に対する不安、困っていること（※） 

空き家の管理状況（期間・管理状況）（※） 

空き家の所有者、取得意向（※） 

 

また、平成 25 年住宅・土地統計調査が

調査した事項のうち、次に掲げる事項を利

用した。 

【住宅土地統計調査】 

(1) 世帯に関する事項 

種類 

構成 

年間収入 

 

(2) 家計を主に支える世帯員又は世帯主に

関する事項 

従業上の地位 

通勤時間 

子の住んでいる場所 

現住居に入居した時期 

前住居に関する事項 

(3) 住宅に関する事項 

居住室の数及び広さ 

所有関係に関する事項 

床面積 

建築時期 

設備に関する事項 

家賃又は間代等に関する事項 

増改築及び改修工事に関する事項 

 

(4) 現住居の敷地に関する事項 

敷地の所有関係に関する事項 

敷地面積 

 

〈調査員が記入する建物調査〉 

(1) 建物に関する事項 

建て方 

構造 

腐朽・破損の有無 

建物全体の階数 

設備に関する事項 

 

 

（4） 調査の方法 

本調査は、平成 30 年度住生活総合調査及び次に掲げる方法によって行った。 

１）住生活総合調査（全国調査） 

全国調査は、国（国土交通省住宅局）－民間事業者－世帯の流れによって行った。 

調査票の配布は、平成 30 年 11 月 24 日から平成 30 年 11 月 30 日までの間に、調

査員が調査区内の抽出された調査対象世帯に調査票等のポスティングを行った。 

また、調査票の回収については郵送またはオンラインで受け付けた。 

 

２）住生活総合調査拡大調査（独自調査） 

全国調査にあわせて、調査精度を高めるために、新潟県が調査対象世帯数を追加し

て行う独自調査については、新潟県（土木部都市局都市政策課）－民間事業者－世帯の

流れによって行い、配布は住生活総合調査と同様の日時、実施方法で行った。 
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（5） 標本の抽出 

平成 30 年住宅・土地統計調査と同様に、平成 27 年国勢調査の調査区を第１次抽出単位、

調査区内の世帯を第２次抽出単位とする層化二段抽出法注 1）により、新潟県内では 865 調査

区（全国調査 357 調査区+独自調査 508 調査区）を抽出し、さらに、それらの調査区毎に、

平成 30 年住宅・土地統計調査で調査対象となった住戸から 12 戸を系統抽出注 2）した。 

 

注１）層化抽出法：母集団をいくつかの部分母集団に分割し、各部分母集団から標本を抽出する方法。 

注２）系統抽出法：全ての抽出単位に番号を付け、ある出発点から等間隔に個体を抽出することにより標

本抽出を行う方法。 

 

（6） 調査票の回収 

本調査の調査対象住戸数、回収票数及び回収率は、表 1および表 2のとおりであ

る。ここで、調査対象住戸数は、標本抽出方法によって抽出された対象世帯のうち実

際に調査票を配布できた世帯数である。回収票数は、調査票の回収世帯のうち平成30

年住宅・土地統計調査結果と連結できた世帯数である。 

なお、調査票を7頁以降に示す。 

 

（7） 調査分析にあたっての圏域区分 

・全国調査項目（7～14頁の調査項目）については、表 1に示す 5圏域区分とする。 

 

・新潟県独自調査項目（15～16頁の調査項目）については、表 2に示す 3圏域区分とする。 
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表 1 各圏域の票数（全国調査項目） 

5 圏域 市町村 
調査対象 

住戸数 

回収票数 回収率 

（％） 国実施 県実施 合計 

下越・佐渡 

広域連携圏 

新発田市、村上市、胎内市、

関川村☆、聖籠町★、粟島浦

村、佐渡市 

1,920 266 575 841 43.8  

新潟広域 

連携圏 

新潟市、五泉市、阿賀野市、 

阿賀町☆ 
2,700 688 528 1,216 45.0  

中越広域 

連携圏 

三条市、加茂市、燕市、長岡市、 

柏崎市、小千谷市、見附市、 

刈羽村、弥彦村、田上町、 

出雲崎町 

1,920 672 466 1,138 59.3 

魚沼広域 

連携圏 

魚沼市、南魚沼市、湯沢町★、 

十日町市、津南町 
1,920 257 965 1,222 63.6  

上越広域 

連携圏 
上越市、糸魚川市、妙高市 1,920 305 858 1,163 60.6 

合  計 10,380 2,188 3,392 5,580 53.8 

網掛け：H30 調査区なし、☆：全国調査のみ回収、★独自調査のみ回収 

 

表 2 各圏域の票数（新潟県独自調査項目） 

3圏域 市町村 
調査対象 

住戸数 

回収票数 回収率 

（％） 国実施 県実施 合計 

下越 

新発田市、村上市、胎内市、 

関川村☆、聖籠町★、粟島浦村、

佐渡市 

1,284 ― 575 

1,103 45.3  

新潟市、五泉市、阿賀野市、 

阿賀町☆ 
1,152 ― 528 

中越 

三条市、加茂市、燕市、長岡市、 

柏崎市、小千谷市、見附市、刈羽村、

弥彦村、田上町、出雲崎町 

756 ― 466 

1,431 62.8  

魚沼市、南魚沼市、湯沢町★、 

十日町市、津南町 
1,524 ― 965 

上越 上越市、糸魚川市、妙高市 1,380 ― 858 858 62.2 

 合  計 6,096 ― 3,392 3,392 55.6 

網掛け：H30 調査区なし、☆：全国調査のみ回収、★独自調査のみ回収 
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図 1 本調査の対象圏域 

 

下越・佐渡広域連携圏 

中越広域連携圏 

上越広域連携圏 

魚沼広域連携圏 

新潟広域連携圏 

上 越 

中 越 

下 越 
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（8） 調査票 
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